


千　野　博　之

山　本　章　子

角　山　光　邦

川　田　菜穂子

総　　　　括 今 井 書 記 長
渕 振 興 監

庶務、人事、経理に関すること 企 画 管 理 班 後藤課長補佐

投票用紙の警送に関すること 
選挙公報に関すること 

行 政 班 阿 部 主 査

氏名等掲示に関すること
政見放送に関すること

財 政 班 阿 部 主 査

速報本部の設備に係る各課との調整 
当選証書付与に関すること 税 政 班

笠 置 主 査
伊 藤 主 事

企画に関すること 伊 藤 主 事 阿 部 主 査

標語、企業等への協力依頼に関すること

テレビ・ラジオ・ウェブＣＭ、新聞広告、情報発信に
関すること

ポスター（総務省）、コンビニレジ広告に関すること

企 画 管 理 班 伊 藤 主 事

市町村広報誌・有線（無線）放送に関すること 伊 藤 主 事 笠 置 主 査

チラシ、広告塔、立看板、公用車（パネル、広報テ
ープ）に関すること

財 政 班 伊 藤 主 事

街頭啓発、啓発物品、横断幕に関すること 税 政 班 伊 藤 主 事

企 画 管 理 班
笠 置 主 査
阿 部 主 査
伊 藤 主 事

法令解釈、企画、指導に関すること 
投・開票速報に関すること 
市町村執行経費に関すること 
選挙運動費用収支報告書に関すること 

後藤課長補佐
笠 置 主 査

阿 部 主 査

立候補届出に関すること
選挙会に関すること
立候補届出関係各種用紙､公営物資等の作成に関すること
予算に関すること

笠 置 主 査
阿 部 主 査

伊 藤 主 事

選挙の管理執行手続きに関すること 
選挙運動、政治活動に関すること 
投票用紙・物資の作成・配付に関すること 
選挙公営に関すること 
各種報告に関すること（選挙時の速報に係るものを除く） 
選挙の記録に関すること 

阿 部 主 査 後藤課長補佐

投・開票速報に関すること
選挙人名簿に関すること
議案・告示に関すること
不在者投票に関すること
各種報告に関すること（選挙時の速報に係るもの）

候補者等配付物資の作成に関すること 

候補者等の点字名簿、選挙公報に係る点字・音声ＣＤの
作成に関すること 

速報本部の設備に係る借上契約等に関すること 

伊 藤 主 事 笠 置 主 査
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＜日時＞
6月16日（月）13:30～

＜場所＞
正庁ホール県庁舎本館2階

（出席者）
【コンテンツセンター】
副部長
【経営管理企画センター】
副部長

（出席者）
報道部長

（出席者）
報道制作部長

（出席者）
ニュースエディター

1　立候補予定者等説明会

配布資料等は、県選管が作成する。

・説明会では、県選管が上記資料に
基づいて説明し、質疑について
は、内容に応じて県選管と各放送
局が答える。

（１） 公示前の申込受付の日時、
　 場所等

・期日／6月27日～7月2日
（但し6月28日及び29日を除く）
・時間／10：00～16：00
・場所／大分市高砂町2-36
　　　　ＮＨＫ大分放送局

・期日／6月24日～7月2日
（但し6月28日及び29日を除く）
・時間／10：00～16：00
・場所／大分市今津留3-1-1
　　　　ＯＢＳ大分放送報道部

・期日／6月24日～7月２日
（但し6月28日及び29日を除く）
・時間／10：00～16：00
・場所／大分市春日浦843-25

・期日／6月23日～7月2日
（但し6月28日及び29日を除く）
・時間／10：00～16：00
・場所／大分市新川西2-7-1

2　政見放送の申込みの受付に関する事項

・政見放送の申込みがあったときは、
放送局はその日の分を電話で県選
管に連絡し、最終的に文書で連絡
する。（政党名、届出予定候補者氏
名、持込み・局収録の別、録音・録
画の日時、通称使用の有無）

・公示前申込（実規5⑦）
・受付時間（実規5⑪）
放送局がそれぞれ定める時間内

・申込みの場所（実規5⑦）
ＮＨＫは指定する放送局、ＯＢＳ、
ＴＯＳ、ＯＡＢは各放送局

（１） 政見の持込み受付時間、
　 場所

（２） 持込み要件の確認方法

（３） 政見の技術的基準

（４） 技術的基準を満たすもの
　 であるかの確認方法

・期日／6月27日～7月2日
（但し6月28日及び29日を除く）
・時間／10：00～16：00
・場所／ＮＨＫ大分放送局

申込みの受付と同じ

ＸＤカム ＸＤカム ＸＤカム ・技術基準は実施放送局が定める。ＸＤカム

申込みの受付と同じ 申込みの受付と同じ

3　政見の持込みに関する事項

・できる限り政見放送申込と同時

（１） 録音または録画の日時、
 　場所

詳細別紙

4　政見の録音または録画の実施に関する事項

5　ＮＨＫにおいて録音又は録画した物を使用して基幹放送事業者の政見放送を行う場合の手順

想定される立候補予定者以外からの
政見持込みの申し込みがあった時点
で、選挙管理委員会に連絡し確認を
受ける

想定される立候補予定者以外か
らの政見持込みの申し込みが
あった時点で、選挙管理委員会
に連絡し確認を受ける

想定される立候補予定者以外か
らの政見持込みの申し込みが
あった時点で、選挙管理委員会
に連絡し確認を受ける

想定される立候補予定者以外か
らの政見持込みの申し込みが
あった時点で、選挙管理委員会
に連絡し確認を受ける

想定される立候補予定者以外か
らの政見持込みの申し込みが
あった時点で、選挙管理委員会
に連絡し確認を受ける

（２） 政見放送収録日時決定票
　 及び交付時期

（３） 録音、録画の時間等

（４） 録音、録画をテレビ、ラジ
　 オ別にするかどうか

（５） 放送中の氏名等の表示方
　 法及び表示事項

（６） 録画に用いるカメラの台数、
　 位置、カメラワーク、照明、背
　 景、装飾等

（７） 手話通訳を付した政見放送

・原則として、申込の受付の際に決
定、交付

名称／「政見放送録画(録音)日
時決定票」

交付時期／申込受付時

名称／「政見放送録画(録音)日
時決定票」

交付時期／申込受付時

名称／「政見放送録画(録音)日
時決定票」

交付時期／申込受付時

名称／「政見放送録画(録音)日
時決定票」

交付時期／申込受付時

（１） ＮＨＫ・基幹放送事業者・
　 選挙管理委員会三者での情
　 報共有の方法

【ＯＢＳ,ＴＯＳ,ＯＡＢ⇒選挙
管理委員会】

・別冊①「報告文書等の例」に
よる

・候補者等から提出された政見
放送申込書の写しを添付

【ＯＢＳ,ＴＯＳ,ＯＡＢ⇒選挙
管理委員会】

・別冊①「報告文書等の例」に
よる

・候補者等から提出された政見
放送申込書の写しを添付

【ＯＢＳ,ＴＯＳ,ＯＡＢ⇒選挙
管理委員会】

・別冊①「報告文書等の例」に
よる

・候補者等から提出された政見
放送申込書の写しを添付

【ＮＨＫ⇒選挙管理委員会】
・選挙管理委員会に申し込みが
　あった旨連絡（様式任意）
・候補者等から提出された政見
　放送申込書の写しを添付
【選挙管理委員会⇒ＮＨＫ】
・別冊①「報告文書等の例」による

（２） ＮＨＫが録音又は録画し
　 た物の受け取り方法等

別冊①「参院選ＮＨＫ収録素材
の民放渡しについて」のフロー
による

別冊①「参院選ＮＨＫ収録素材
の民放渡しについて」のフロー
による

別冊①「参院選ＮＨＫ収録素材
の民放渡しについて」のフロー
による

別冊①「参院選ＮＨＫ収録素材
の民放渡しについて」のフロー
による

①候補者１人当たりに要する
　総時間

・総時間・・・打ち合わせ、化粧及
びリハーサル等を含む総時間数

・取扱要領では９０分

今回からスーパーでの表示となるた
め規格は目安となる。民放の担当者
には、後日ＮＨＫから見本データを
送付する。

１～１.５時間１～１.５時間１～１.５時間１～２時間

②候補者との打ち合わせ事項 ・録音、録画の要領
・留意点等

・録音、録画の要領
・留意点等

・録音、録画の要領
・留意点等

・録音、録画の要領
・留意点等

③化粧 原則として行う原則として行う原則として行う原則として行う

表示事項表示事項表示事項表示事項

可可可可

④リハーサル １回１回１回１回

③化粧 １回１回１回２回

同時同時

・技術的な審査を行ったうえで、認
められないものは基準を示して再
提出を求める。

持込み者立ち会いのもとで試写
を行い技術的基準を確認

申し込み者立ち会いのもとで試
写を行い技術的基準を確認

持込み者立ち会いのもとで試写
を行い技術的基準を確認

政党の政見放送担当責任者と制
作プロダクション担当者立会い
のもとで確認

（２） 公示日の申込受付の時間、
　 場所

7月3日（木）8：30～17：00
・場所／県庁本館2F正庁ホール

7月3日（木）8：30～17：00
・場所／県庁本館2F正庁ホール

7月3日（木）8:30～17:00
・場所／県庁本館2F正庁ホール

７月３日（木）8:30～17:00
・場所／県庁本館2F正庁ホール

・申込期限／公示のあった日（実規5④）
・申込時間／8：30～17：00（実規5⑪）
・場所／指定する場所（実規5③）

（３） 公示前の申込みにおける
　 留意点
　 （提出書類等）

1 政見放送申込書（通称使用申請をするときは、その通称を記載）
2 供託証明書（提示のみ）（実規５⑦）
3 所属党派証明書（提示のみ）（実規５⑦）
4 経歴書（提出期限・・・政見放送申込期日まで）（実規６①）
5 写真３枚（たて4cm×よこ3cm、カラー）・・・ＮＨＫのみ
6 候補者（立候補予定者）の印鑑
　※提示された書類を確認のうえ、複写又は証明書番号等を記載して保管すること。通称を使用する場合は、通称使用申請を必ず行う
　　旨の確約書を提出させること。

・提示された供託証明書を確認のう
え、複写して保管すること。

・字幕により候補者を紹介する政党
については、その候補者の氏名等
を添付書類に記載させ、確約書に
より確認すること。

（４）申込期限経過後の通知 ・政見放送申込期限終了後、直ちに決定した放送の予定の日時及び政見放送の申込みをした候補者を県選管に通知 ・放送予定の日時の通知（留意事項
2（4）②）放送局→県選管

又は 7
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（２） ラジオ放送による経歴紹
　 介の方法等（ＮＨＫ、ＯＢＳ）

（３） 政見放送を行わない候補
　 者の場合
　 ①テレビの場合の経歴放送
　 ②ラジオの場合の経歴の紹介

（１） 放送の日時（時間帯）及び
　 一括放送するかどうか

（１） 経歴放送の方法、放送中
　 の氏名等の表示方法及び表
 　示事項（テレビ）

※単独経歴放送
・放送順序／政見・経歴放送と

同順序
・写真使用／あり
※政見放送時経歴放送
・表示方法／ノルマル
・表示事項／選挙区名、党派名、

氏名、ふりがな
・放送方法／経歴を30秒以内で

アナウンス
・写真使用の有無／あり

※政見放送時経歴放送
・表示方法／テロップ
・表示事項／党派名、氏名、
　　　　　　ふりがな
・放送方法／経歴を30秒以内で

アナウンス
・写真使用の有無／なし

※政見放送時経歴放送
・表示方法／テロップ
・表示事項／党派名、氏名、
　　　　　　ふりがな
・放送方法／経歴を30秒以内で

アナウンス
・写真使用の有無／なし

※政見放送時経歴放送
・表示方法／テロップ
・表示事項／党派名、氏名、
　　　　　　ふりがな
・放送方法／経歴を30秒以内で

アナウンス
・写真使用の有無／なし

単独経歴放送（法151①）（ＮＨＫのみ）
・氏名、年齢、党派別、主要な経歴
等を履歴書に基づき放送する（取
扱規程④1）

・１回につき、30秒以内（取扱規程④
2）

・表示事項（取扱規程④4）
・放送順序は、選管がくじで決めた
選挙公報の掲載順序に基づく（取
扱規程④6）

候補者より提出された経歴書に
より経歴をアナウンス

候補者より提出された経歴書に
より経歴をアナウンス

取扱いについての定めはないが、次
のように取扱うこととされている。
（留意事項第5(2)）
・経歴書の提出等については、実規6
に準ずる。

・１回につき30秒以内。

政見放送の最後の候補者が終
わったあとに放送するものと
し、該当者が２人以上の場合は
くじで定める。

政見放送の最後の候補者が終
わったあとに放送するものと
し、該当者が２人以上の場合は
くじで定める。

政見放送の最後の候補者が終
わったあとに放送するものと
し、該当者が２人以上の場合は
くじで定める。

政見放送の最後の候補者が終
わったあとに放送するものと
し、該当者が２人以上の場合は
くじで定める。

・各候補者の経歴放送及び政見放送
が終了した直後に行う（実規4①但
書(テレビ)）

（１） 録音または録画の終了後、
　 当該候補者の所属党派に変
　 更があった場合の措置

当該候補者の放送の直前にその
旨を放送する。

当該候補者の放送の直前にその
旨を放送する。

当該候補者の放送の直前にその
旨を放送する。

当該候補者の放送の直前にその
旨を放送する。

（２） 放送時間の余りの時間の
　 利用

・テレビ／フィラー
・ラジオ／音楽等

・テレビ／PRフィルム又は選挙
啓発の告知

・テレビ／PRフィルム又は選挙
啓発の告知

・ラジオ／選挙啓発の告知

・テレビ／PRフィルム又は選挙
啓発の告知

・投票日の周知、選挙啓発等(留意事
項第７②)

・期日前投票の周知

（１） 死亡、立候補の辞退とみ
　 なされる場合の処置

原則としてカット 原則としてカット原則としてカット 原則としてカット ・選挙長告示に基づき、直ちに放送
局に通知する。

(1)法86条13項の規定による選挙長の
告示のあった日以後は、その者に
係る政見放送及び経歴放送は行わ
ない。(実規17①)

（２） 補充立候補者の取扱い 県選管と協議 県選管と協議県選管と協議 県選管と協議

（３） モニターの設置 技術モニター あり 技術モニター あり技術モニター あり 技術モニター あり

（４） 放送後の措置 録音・録画テープを当選の告示
の日から30日間保管した後、県
選管へ送付する。

録音・録画テープを当選の告示
の日から30日間保管した後、県
選管へ送付する。

録音・録画テープを当選の告示
の日から30日間保管した後、県
選管へ送付する。

録音・録画テープを当選の告示
の日から30日間保管した後、県
選管へ送付する。

（５） 候補者が予定数を上回っ
　 た場合の時間帯

候補者数によるが基本は同時間
帯で放送

同枠で処理同枠で処理 同枠で処理

(2)各放送局と県選管が協議して定め
るところにより、政見放送及び経歴
放送を行うことができる。 (実規16)

(4)放送局は選挙期日後、録音・録画
したものを選管に送致しなければ
ならない。 (実規18)

（３） 放送に著しい支障を生じ
　 たことにより、改めて放送す
　 る場合

※１参照（実規15）※１参照

※政見放送
・テレビ（未定）
・ラジオ（未定）

※経歴放送
・テレビ（未定）
・ラジオ（未定）

※政見放送
・テレビ（未定）

※政見放送
・テレビ（未定）
・ラジオ（未定）

※経歴放送
・テレビ（未定）
・ラジオ（未定）

※政見放送
・テレビ（未定）

・各放送局はあらかじめ政見放送の
予定の日時を定めて、選管に通知
する。（実規12①）

・選挙期日の２日前までに放送終了
（実規12②）

・候補者の放送日時（順番）の決定
のくじの実施（実規14①）

・各候補者の放送日（順番）が決定
したら直ちに放送局に通知する。
（実規14③）

・連絡先　ＮＨＫ、ＯＢＳ、ＴＯＳ、ＯＡＢ
・くじ終了後、ＮＨＫは持込み政見が２
種類となる候補者届出政党から各テー
プ放送日時の指定の通知書（別記様式
10）を受領する。（取扱要領５(1)）

６　経歴放送（経歴の紹介）に関する事項

７　放送予定の日時の決定に関する事項

８　放送に関する事項

９　その他

　候補者届出政党の政見放送を行う場合において、放送設備の事故により当該候補者届出政党の放送に著しい支障を生じたときは、日本放送協会又は基幹放送事業者は、当該
選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会と協議の上、あらためて当該候補者届出政党の政見放送を行うことができる。
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7

１．受信係

　(1)  市町村からシステム及びメールにより送信される速報データの進捗管理にあたる。

　(2)  定時を過ぎても速報が届かない場合は、市町村に電話を入れ、状況の確認を行う。

２．集計係

　(1)  システムにて市町村の速報データに不備等がないか確認する。

　（2）  18市町村の速報データが出そろったら、集計結果をシステムから印刷し、調整係に回付する。

　（3）  内容に不明な点がある場合は、調整係と相談する。

３．調整係

　(1)  関係機関との連絡調整を行う。

　(2)　速報作業の進捗状況の把握及び速報本部内の調整を行う。

  (3)  集計結果の最終チェックを行い、総括責任者の確認を受けた後、総務省への報告及び報道機関

への発表を担当係へ指示する。

 

４．非公式発表係

　(1)　システム、メール又は FAXにて市町村から速報データの送信があり次第、非公式発表として

報道機関へメール送信する。

　(2)　選挙区の中間開票状況の２２時３０分現在と２３時３０分現在・・・（以後〇時３０分現

在）については、市町村から報告のあった個票を調整係に回付する。

５．メール係

  (1)　速報を以下にメール送信する。

　①総務省

　②報道機関

　③市町村振興課及び振興局

６．代行入力係

　(1)　システムでの報告ができない市町村からメール又は FAXにより送信される速報データのシ

ステム入力にあたる。

７．市町村振興課対応係

　(1)　市町村振興課内に待機し、外部からの速報数値等の照会に対し回答する。

８．庶務係

　(1)　本部の庶務に従事する。

　令和 7年 7月 20日執行の第 27回参議院議員通常選挙における投・開票速報の受理、集計、発表等を行うた

め、大分県選挙管理委員会に第 27回参議院議員通常選挙速報本部を設け、その組織等を次のとおり定める。

総 括 責 任 者　　今　井　　　睦

総括責任者補佐　　後　藤　　　亮
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（投・開票日：午前８時～午後９時）
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総務省

マスコミ

TEL① TEL③

ＰＣｎ ＰＣｎ
〇

ＰＣｎ ＰＣｎ
TEL② TEL④

TEL⑤（総務省専用）
内線(外線可）

ＰＣｎ ＰＣｎ
TEL⑥ TEL⑦

ＰＣｎ ＰＣｎ

〈TELの内訳〉
TEL①～④　代表番号による連絡用（）
TEL⑤　　　　総務省専用（）
TEL⑥～⑦　受信係の連絡用（／）

 TV ：テレビ　　　　　 ４台　　　　コピー：複写機　          　 １台        複合機：スキャン、FAX   ２台
TEL ：直通電話　　　７台　　　　 PCｎ：ノート型パソコン   ２６台 　　　 内線：内線電話      　　  ２台
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公式

発表

形態

非公式
(中間）
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※ 「○」「△」は中間開票状況を示す。（△は、確定していない場合に行うもの）
  「時刻」は確定見込みを示す。
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